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第２回交通規制の緩和等検討部会及び 

環境整備・交通対策推進委員会議事録 
 

１ 日時・場所 ２０２５年１０月１５日（水）１４：００～１５：４５ 

        公民センター・１Ｆ会議室 

 

２ 出席者 交通規制の緩和等検討部会 

鈴木部会長（鈴木建材㈱）、阿部副部会長（㈱進富）、 

湯浅委員（ウイング㈱）、朴委員（丸善㈱）、菅原委員（田端運輸㈱）、 

山田委員（㈱和光サービス）、呉羽委員（㈱YAMANAKA） 

      白井市 

       産業振興課  保科主査、牧野主任主事 

       道 路 課  鵜野副主幹、山﨑係長 

      事務局：岡田事務局長、塚原事務局職員 

 

３ 議事事項 

 

 第１号議事 意見交換 

・鈴木部会長により会議が進行された。 

・事務局から、第１回会議の議事録により振り返りを行った。併せて、９月３０日（火）

に千葉県警察本部交通規制課に要望書を提出してきた際の県警本部交通規制課の回

答概要及び２０２２年（令和４年）１２月１５日に白井市が開催した「河原子街道の

交通規制緩和に関する意見交換会」の概要を報告した。 

◎大型車の通行規制について 

・現在、大型車の進入が規制されていないのは富塚交差点のみで、昔から何も変わって

いない。河原子街道沿いの近江屋さんの所は歩道が整備されたが、県道市川印西線と

の交差点まで歩道が整備されれば歩行者の安全が確保できるので、国道１６号と県

道市川印西線の交差点（白井交差点）から印西方面に大型車が進入し、河原子街道で

工業団地へアクセスできると良いと思う。印西方面に進入するには、道路整備などの

条件があるのか？ 

 ⇒（道路課）河原子街道沿いの近江屋さんの所の歩道整備は、子供たちの通学路の安

全確保のためである。国道１６号から印西方面側が大型車規制されている理由はわ

からないが、県道市川印西線と河原子街道の交差部の安全確保は検討しないといけ

ない。 

・大型車（トレーラー、コンテナ、トラック）の８月と９月の入庫及び出庫のデータは、

８月（入庫１４２台、出庫１８９台、合計３３１台）、９月（入庫１５６台、出庫 

２４６台、合計４０２台）となっている。これは自社所有の大型車を除いた台数であ

る。 

・顧客からは、倉庫に物を預けたいが、大型車通行禁止のために配車できずに、別の倉

庫に入れて、通行許可がおりたら移送している状況である。 

・大型車通行禁止ではなく、白井工業団地に向かう車両は通行できるような方策はな

いのか？ 

工業団地の税収を工業団地に還元してほしい。工業団地内に居ながら、大型車通行禁

止では商売にならない。 

・運送業界は、荷物を運んだ後、カラで帰ってくるのではなく。帰り便にも荷物を載せ

て帰ってくることが常識だが、時間的に大型車通行禁止道路の通行許可をとること

はできないので合理的ではない。 
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・２０２２年１２月５日の意見交換会では、河原子街道沿いの白井自治会や河原子区

からは騒音や振動がひどいとの意見が出されているほか、中学校やＰＴＡからは河

原子街道を自転車で通学する際、大型車の通行で危険なので歩道にガードレールを

設置してほしいなどの意見が出ているので、工業専用地域内の河原子街道の大型車

終日通行禁止の一部区間だけ、大型車が迂回できるような交差点改良をお願いした

い。 

 ⇒（道路課）以前の意見交換会では要望の中に河原子街道の速度を３０から４０キロ

に緩和することが含まれていたから、騒音や振動の話しが出ているように思う。速度

は３０キロのままで、大型車通行禁止（終日）の一部区間を時間規制（７：００～８：

３０）などに緩和することについてであれば地域住民の方々はもう少し理解しても

らえるのではないか。大型車が迂回できるような交差点改良となると、車輪の軌跡を

出し、該当する用地の地権者の協力が必要となるが、河原子街道沿いで事業を営んで

いる事業者からも了解を得ないといけない。 

・地域住民との意見交換会を開催し、話し合いをしていくべきだと思う。 

・河原子街道の一部区間の歩道に色を付けるなど、歩行者の安全確保を図っていただ

ければ、地域住民の方々の理解も得やすくなると思う。 

◎工業団地アクセス道路と市道００－００３号線の交差部の信号機について 

・市議会議員のブログに、工業団地アクセス道路と市道００－００３号線の交差部に

ついては、警察協議の結果、信号機は設置されないとあったが本当なのか？ 

 ⇒（道路課）警察では、新設の信号機は設置しないこととしているようで、事務局か

ら県警からの回答にあったように、ほかの所に設置されている信号機を移設するこ

とは可能だが、新設はできないとのことである。アクセス道路は、令和９年度開通予

定で整備を進めている。路肩は１．２ｍ幅で整備するので大型車は通行しやすくな

る。 

◎地域住民との意見交換会の開催について 

・県警本部に要望に行った際、地域住民との意見交換会により、理解を得るように努力

してほしいと言われている。また、本日の意見交換でも地域住民との意見交換会を開

催してほしいとの話しも出ているので、市の主導で第２回目の意見交換会を開催し

てほしい。 

 ⇒（産業振興課）今年度内に開催できるように検討する。 

 

第２号議事 今後の会議日程の件 

 ・第３回会議 ２０２６年１月２７日（火）１４：００～ 公民センター会議室 


